
原電拡散シミュレーションは過小想定

～茨城県による避難計画の実効性検証は、
法の趣旨に反する

弁護士 尾池 誠司



茨城県による東海第二原発事故のシミュ
レーション

① 茨城県が原電に対して東海第二原発事故の
シミュレーションを要請

② 原電は、茨城県からの要請に応え、
シミュレーション結果を提出





原電のシミュレーションの結果

①重大事故等対処設備が機能する場合（シミュレーションⅠ）

→ 避難や一事移転の対象区域は生じない。

②安全対策設備が、あえて一斉に機能喪失したと仮定

（シミュレーションⅡ）

→ 最大で約１７万人が避難等の対象になる。



第三者検証委員会の評価①

① 放出量想定、計算プログラムの選定、気象データ抽出

→ 概ね妥当

②安全対策設備が、あえて一斉に機能喪失したと仮定

（シミュレーションⅡ）

→ 事故設定は、およそ考えにくい



第三者検証委員会の評価②

以下の批判的な評価もなされている→県の広報との乖離

・複数の事故シナリオの追加評価

・SPEEDIとの比較検討

・今回のシミュレーション結果を避難・一時移転の想定・評価

に活用すべきではない。



東海第二地域科学者・技術者の会

•服部成雄～元日立製作所 原子力技術者
•宮武宇也～高エネルギー加速器研究機構 名誉教授
•浅香英明～元日本原子力研究所※研究者
•多田健二～元日立製作所 原子力システム設計技術者
•泉幸男～元日本原子力研究所 放射線防護技術者
•天野光～元日本原子力研究所研究者
•佐藤嘉幸～筑波大学人文社会系准教授
• ※日本原子力研究所は2005年に独立行政法人日本原子力研究開発機構に改組

質問・提案書を茨城県・ワーキングチームに提出



東海第二地域科学者・技術者の会の質問①

・県は原電へのシミュレーション委託に際し、福島原発やチェ
ルノブイリ原発事故の放射性物質放出量の１００分の１という、
桁違いに小さな値でシミュレーションを行わせている

→なぜこのような条件を想定したのか？

・シミュレーションでは、地表に沈着した放射性物質からの外

部被ばくによる空間線量率のみを評価

→ 内部被ばく（甲状腺等価線量）の評価をなぜ県は

行わなかったのか？

・県は、起こりうる災害に「およそ考えにくい」、「工

学的に考えにくい」という予断をもって臨んだか？



東海第二地域科学者・技術者の会の質問②

・県は、事業者である原電が実施したシミュレーション

結果をそのまま避難計画に利用しようとしている。

→ なぜ県・原対課は、シミュレーションの実施を事業者だけに委託

したのか？

・県・原対課は今後どのように複合災害における避難計画を検討するの

か？ そこでは、シミュレーションをどのように生かすのか？

令和６年能登半島地震では、多くの家屋が倒壊し、住民の屋内退避自体

が不可能となった。この点をシミュレーションで考慮する必要があるの

ではないか。

・シナリオⅡに至る事故の発端事象は、具体的には何を想定しているのか。



東海第二地域科学者・技術者の会の質問③
特に重視されるべき質問

・県は、起こりうる災害に「およそ考えにくい」との

予断をもって臨んだか？

・なぜ県は、事業者たる原電に対してシミュレーション

を委託したか。

・原電のシミュレーションは、放射性物質放出量が、

桁違いに小さい値

→ 県の予断、不公正さ、役にたたないシミュレーション



東海第二地域科学者・技術者の会の提案

・大量の放射性物質放出量を含む事故想定の下、放射性物

質の汚染地域を見積もる

（新潟県のシミュレーションを参考に）

・実施主体を複数に、評価は、避難する住民も含めた検証

委員会で行う。

・内部被ばくも評価すべき。



上岡直見氏の原電シミュレーション批判

１ 事故想定が過小であること

２ 単一のシミュレーション結果では、信頼性がないこと

３ 被ばく線量を過小評価していること



茨城県による拡散シミュレーション利用

１ 原子力広報いばらき第７号

２ 茨城県は防災の基本から逸脱

最大１７万人避難

～プラントの安全対策を尽くしたから

３ 最大１７万人避難には根拠がない





「シミュレーションⅡ」のケースにおける一時移転対象人数について」





茨城県「拡散シミュレーション結果（各方面別）より

茨大

偕楽園
水戸駅





茨城県による拡散シミュレーション利用

４ 放射性プルーム通過による吸入被ばく対策をかんがえ

ていない。

５ 誤った避難人口試算で避難計画の「実効性」は検証で

きない。

６ 放出シミュレーションは地元市町村自治体の避難計画に
利用できない。

７ 一審被告提出の証拠（「原子力広報いばらき」等）は、

災害対策法等の定めるそれぞれの責務に従った対応を

現におこなっていることを証しない。



人格権侵害と放出シミュレーションとの関係
一審被告は、茨城県が法の定める責務に従った対応を現に行っ

ているとする。

しかし、

誤った放出シミュレーションを基礎として避難計画が作成され、

実効性のあるものと評価されることは、周辺住民の生命身体へ

の人格権侵害を生じさせる

→ 原電のシミュレーションをもとにした避難計画の実効性の

検証は不可能



結語～一審被告に対して
① 消防車による注水と格納容器スプレイが機能しなかった場

合の放出量と，それをソースタームとした拡散シミュレー
ションを明らかにする用意はあるか？

② それぞれの放射性ヨウ素の拡散シミュレーション及び甲状
腺被ばく線量を示す用意はあるか？

③ 一審原告らも専門家に依頼して，防災の基本に立って最低
限，東京電力福島第一原発事故並みの放出量での拡散シ
ミュレーションを準備しているが，一審被告のシミュレー
ションにおけるセシム１３７の実効線量換算係数
（2.85×10-19 Sv/(Bq・ｓ・m-2）が示されているが，その
係数を採用している根拠，ならびに一審被告のプログラム
R-Ｃubicではその係数はあらかじめ内蔵されて計算されて
いるのかを説明されたい。
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